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（別紙） 

第三者評価結果 

※すべての評価細目について、判断基準（a・b・cの 3 段階）

に基づいた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記

述する。 

 評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-1-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 a・b・c 

＜コメント＞理念・保育目標は、ホームページ・入園のしおりに記載するとともに、玄関

に掲示されています。保護者へは入園時のオリエンテーションで伝えています。分かりや

すい説明を工夫し、今年度は映像を使って説明しました。また、継続児の家庭にも毎年入

園のしおりを配布して周知を図っています。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・

分析されている。 

a・b・c 

<コメント>松山市の第２期（令和２年度～令和６年度）子育て支援事業計画の中で、子ど

もの数、保育のニーズ、潜在的利用者のデータなどが、松山市の９つの区域別に詳細に分

析されています。当園の属する北条地区では、引き続き保育の量的確保を推進しつつ、多

様な保育ニーズに対応することが求められています。また保育事業全体の動向についは、

松山市の園長会などで話し合い、情報共有しています。 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 a・b・c 

<コメント>当園の課題は近隣の保育園・認定こども園の送迎バスや延長保育対応などの理

由により、過去利用園児数が減少しており、雇用形態の異なる少人数の保育士での運営を

せざるを得ないことと、園長は捉えています。丁寧な保育の必要な子どもを受け入れるこ

とで、保育士の負担が大きくなっていることもあり、人員体制的に地域の様々な保育ニー

ズに対応しにくい面があるかもしれません。設備の老朽化など、園単独では解決が難しい

課題もあるため、松山市の保育園全体の課題解決の取組に期待します。 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定され

ている。 

a・b・c 
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<コメント>中長期の計画を策定しています。市立保育園のため園独自で計画できることに

は限界がありますが、その中で園としできる範囲については文章化し、一部の項目は数値

目標を設定するなど中長期のビジョンが見えるよう工夫しています。 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されて

いる。 

a・b・c 

<コメント>中長期のビジョンの目標を細分化して事業計画に反映しています。園独自に策

定することが難しい内容もありますが、中長期ビジョンに基づいた項目や内容が策定され

ています。さらに多くの数値目標を設定するなどの取組に期待します。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが

組織的に行われ、職員が理解している。 

a・b・c 

<コメント>新年度の開始後に、職員会を行い事業計画書の見直しをしています。今後、実

施状況・達成度を確認・評価する取組に期待します。また、体制上難しい面もあります

が、職員全員参加の会を開催することも期待します。 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい

る。 

a・b・c 

<コメント>保護者に対しては、事業計画の主な内容について行事の場などを利用して説明

しています。さらに保護者へ分かりやすく説明することが、望まれます。 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機

能している。 

a・b・c 

<コメント>行事などの機会に保護者アンケートを実施し、全職員で回覧し共有していま

す。小規模の利点をいかし、保育についての話し合いは日常的に行っています。 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果に基づき保育所として取組むべき課題を明

確にし、計画的な改善策を実施している。 

a・b・c 

<コメント>保育について話し合った改善策は、ただちに保育に反映されています。今後も

継続した取組に期待します。 

 

 

評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し

理解を図っている。 

a・b・c 
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<コメント>松山市立保育園の施設長の役割と責任は、市役所で定められ文書化されてお

り、４月の職員会で、職員への周知を行っています。災害・事故などの責任と役割につい

ても文書化されており、園長がリーダーシップをとって重大事故の訓練を行いました。園

長不在時の体制も表にまとめて、常時目に付く場所に掲示しています。 

11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行

っている。 

a・b・c 

<コメント>コンプライアンス・倫理・セキュリティなど園長が研修に参加し、理解を深め

ています。研修後は、職員に周知し理解を促しています。 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を

発揮している。 

a・b・c 

<コメント>園長は、「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」をスローガンに、雇用形態や担当分野の違う各

職員が一丸となって取組むよう、職員の意見を聞きながら、日常的に保育における問題点

を話し合い、解決策を講じるなど保育の質の向上に率先して取組んでいます。 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を

発揮している。 

a・b・c 

<コメント>園長は、松山市の主管課とのヒアリングの際に、人材配置や業務に関する要望

を伝えるなど、業務の実効性向上や職員の働きやすい環境づくりに取組んでいます。さら

に、日頃から職員とのコミュニケーションを図り、ワークライフバランスに配慮していま

す。また、タブレットを使った総務管理・保育管理を行い、業務の効率化に取組んでしま

す。 

 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計 

画が確立し、取組が実施されている。 

a・b・c 

<コメント>基準に基づき、利用者数に応じた人員配置は行われていますが、当園の状況を

考慮すると、保育士が不足していると思われます。園長が保育に入ったり、エリアを支援

する職員などを利用するなどで対応していますが、常勤職員が休みの日の保育内容の統一

が難しいと思われます。主管課に対し、要因を分析・数値化するなどして、さらに園とし

ての要望を明確にすることが望まれます。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・b・c 

<コメント>松山市・園の理念と基本方針に基づき、「期待する職員像」が明確になってい

ます。松山市の規定に基づいた昇進・昇給制度があり、評価は上長によるヒアリング・面

談で行われ、その際要望を伝えることができます。多面評価も併せて行われていますが、

具体的な評価結果のフィードバックは行われていません。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 
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16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づ

くりに取組んでいる。 

a・b・c 

<コメント>松山市職員全体のシステムで年休の取得・時間外勤務など就労状況は管理され

ています。福利厚生・ワークライフバランスの規定も明確で、職員との個別面談も行われ

ています。当園は小規模の人員配置ですが、市立保育園として同じ管理業務を行っている

ため、業務量に対応できない部分があるようです。現時点では園長の負担でカバーされて

いますが、作業量を分析するなどして、適正な作業量・人員配置に改善することを期待し

ます。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a・b・c 

<コメント>正職員は、人事考課や業績考課で目標設定や振り返りを記入し、このシートを

基に達成度や進捗状況を確認する制度となっています。単年度任用職員は半期に１度、園

長と面談を行って目標達成度の確認を行っています。 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されている。 

a・b・c 

<コメント>園の目指す「期待する職員像」を年間計画に記載し、それに基づいた研修計画

を策定しています。市職員として職階別、選択制研修の制度により研修を行っています。

また保育士としての専門性を高めるために、北条地区研修会・松山市保育会・本庁主催の

研修があり、その他の外部研修に積極的に参加しています、 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい

る。 

a・b・c 

<コメント>外部研修の情報は園長が提供し、積極的に受講を勧めています。正規職員だけ

でなく、年度雇用の職員も研修に参加できるよう取り組んでいます。地域の研修にも積極

的に参加しています。 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につい

て体制を整備し、積極的な取組をしている。 

a・b・c 

<コメント>実習生の受け入れについての基本姿勢を明示し、育成についてマニュアルが整

備されています。また指導に関する研修も参加するなど積極的に取組んでいます。養成校

との連携が取れるよう取組んでいます。 

 

 

 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて

いる。 

a・b・c 
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<コメント>ホームページなどに園の保育方針、保育内容などを公開しています。また毎月

発行の園だよりを配布し、その中で園の活動や子育て支援に関する内容を、似顔絵のつい

た「園長のコラム」として分かりやすく紹介しています。 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取

組が行われている。 

a・b・c 

<コメント>松山市立保育園であり、松山市として監査を受けています。園では、職員給食

費・障害保険給付・郵券・タクシーチケットの管理を現金受払簿で行うとともに、年２回

の公金検査を受けています。 

 

 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 子どもと地域との交流を広げるための取組を行って

いる。 

a・b・c 

<コメント>地域とのかかわり方について、全体の計画に考え方を記載しています。活用で

きる地域の情報などを、園の入り口に掲示したり、配布するなどしています。近年はコロ

ナ禍のため中止になっていますが、地域の園庭を開放したり、地域の防火パレードに参加

するなど地域との交流を深めています。 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確に

し体制を確立している。 

a・b・c 

<コメント>ボランティア・体験学習などについて園独自のマニュアルを作成しています。

今後、新型コロナが終息すれば要望に合わせて、積極的に対応して行く予定です。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関

等との連携が適切に行われている。 

a・b・c 

<コメント>支援を必要としている家庭の場合には、子ども総合相談センター事務所などと

連携を取っています。子供の権利擁護の対応についても協力の連携体制が整っています。 

また北条地区の人権学習会に園長や職員が参加しています。新型コロナで現在は中止して

いますが、北条地区の小学校・幼稚園・保育園で連絡会を行っています。 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ

ている。 

a・b・c 

<コメント>当園で入園が難しい場合でも、外国籍の家庭や、支援が必要な家庭などの保育

園入園についての相談に対応しています。今後コロナの終息時には、地域住民や地域の関

連機関・団体などとのさらなる交流を深める取組に期待します。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズ等に基づく公益的な事業・活動が

行われている。 

a・b・c 



（保育所版） 

<コメント>災害時の指定避難場所（地震・洪水時）に指定され、運用管理マニュアルで事

前の備えについて対応しています。新型コロナで中止していますが、公民館活動や防火パ

レードにも参加しました。近隣は高齢化が進んでおり、地域の高齢者の方の救急要請時に 

関わるなど、ご近所の緊急時の相談などにも対応しています。 

 

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため

の取組を行っている。 

a・b・c 

<コメント>入園のしおり、パンフレットの理念・基本方針などに、子どもを尊重した保育

の実施を明記し、職員と保護者に周知するとともに、職員は常に意識して保育をおこなっ

ています。また、人権擁護のためのセルフチェックリストを用いて、改善点を見つけ今後

の保育にいかすよう取組んでいます。また性差による活動の振り分け、遊びの中での色選

びでは性別に関わらず、個々を尊重するよう配慮をしています。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 子どものプライバシー保護等に配慮した保育が行わ

れている。 

a・b・c 

<コメント>プライバシー保護のマニュアルが定められ、標準的な方法のマニュアルにも具

体的な注意点が記載されています。写真等を利用する際には、その都度確認を取っていま

す。さらにプライバシー保護の姿勢や取組について、保護者に分かりやすく説明すること

が望まれます。 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極

的に提供している。 

a・b・c 

<コメント>園の施設概要については、ホームページ（毎月更新）や子育て情報サイトに掲

載するなど手軽に情報入手できるようにしています。見学者に対しては、見学用のしおり

を配布し丁寧な説明を心がけています。 

31 Ⅲ-１-(２)-② 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく

説明している。 

a・b・c 

<コメント>保育の開始・変更については、年度初めに全家庭に入園のしおりを配布し、必

要に応じて個別に説明しています。説明の内容・手順はマニュアルに沿って行っていま 

す。今年度は、新入園児に対し、園生活のイメージがつかめるように､パソコン映像をつ

かって園生活・行事の様子などの説明を行いました。 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対

応を行っている。 

a・b・c 

<コメント>転園に際しては、定められた様式により引継ぎを行う体制になっています。 

また、転園後の相談には園長が担当者として対応しています。 
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Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取

組を行っている。 

a・b・c 

<コメント>毎日の子どもが登園してくる表情など、日々の保育の中で満足度を把握するよ

う努めています。保護者の満足度を把握するために、各行事の後と年度末にアンケートを

取って、結果を職員に伝えるとともに改善点を検討しています。また、個別面談は保護者

からの要望があるなしに関わらず、面談機会を増やし、満足度・意見・希望を把握するよ

う取組んでいます。 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能して

いる。 

a・b・c 

<コメント>園長が苦情解決受付担当者であり、第三者委員会の設置など苦情解決の体制が

整備されており、重要事項説明書などに明記され保護者への説明を行うとともに、園内に

掲示しています。入口に意見箱を設置するとともに、苦情の記録簿も準備されています。

近年、実際に苦情が寄せられた事例はありませんが、苦情があった場合は園だよりなどを

通じて、個人情報に配慮してフィードバックする予定です。 

35 Ⅲ-１-(４)-② 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保

護者等に周知している。 

a・b・c 

<コメント>保護者が相談できる手段が複数あることは、入園児に資料を配布して説明して

います。さらに相談しやすい雰囲気づくりなど、今後の取組に期待します。 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速

に対応している。 

a・b・c 

<コメント>意見箱の設置し、行事後と年度末のアンケートなど保護者の移行を把握すると

ともに、日々の保育の場で保護者の相談・意見の傾聴と迅速な対応に努めています。また

マニュアル・手順の見直しは、年度末に行っています。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリス

クマネジメント体制が構築されている。 

a・b・c 

<コメント>園長がリスクマネジメントの責任者として避難確保計画などを策定していま

す。主管課がリスクマネジメント委員会の役割を担っており、連携のとれた体制になって

います。ヒヤリハットマップ（大きな園の見取り図に、ヒヤリハット事例を付箋などに記

入して貼っている図）を作成・掲示し、ヒヤリハット情報の収集、職員間の共有、再発防

止に役立てています。 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の

ための体制を整備し、取組を行っている。 

a・b・c 

<コメント>保健衛生マニュアルに基づき予防策を実施するともに発生時の対応を職員に周

知しています。定期的に松山市医師会から感染症に関する情報を入手し、予防と対策の改

善に努めています。また、毎月月末に主管課の作成した「保健だより」を家庭に配布し感

染予防の情報提供を行っています。 

 



（保育所版） 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組

織的に行っている。 

a・b・c 

<コメント>災害時には一斉メール送信システムにより安否確認がとれる体制になっていま

す。毎月避難訓練を実施するとともに、消防署と連携した訓練の機会持つように努めてい

ます。地域の防災クラブの方に防災紙芝居を行ってもらうなど、防災意識の向上と地域と

の連携にも取組んでいます。 

 

 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が

提供されている。 

a・b・c 

<コメント>標準的な手順書は、松山市として文書化されており、職員間で共有されていま

す。細部については、園独自の方法を工夫して文書化し、保育を行っています。子どもの

発達の個人差や障がいの特性に配慮して画一的にならないよう、個別の支援を行っていま

す。  

41 Ⅲ-２-(１)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確

立している。 

a・b・c 

<コメント>基本的には、松山市の定めた方法で保育を行い、見直しも市の管轄課が判断し

ています。実際の保育にあたって、改善点に気づいた場合は年度の途中でも、その都度迅

速に対応しています。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントに基づく指導計画を適切に作成してい

る。 

a・b・c 

<コメント>年度初めに、保護者の子育ての方針や思いを聞き取り、個別懇談で一人ひとり

の子どもの状況や家庭状況を確認して指導計画を作成しています。配慮が必要な子どもの

場合は管轄課の担当や関係機関の意見や助言を聞いて保育にいかしています。また食育活

動については、調理員も出席して話し合っています。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。 a・b・c 

<コメント>指導計画は、保護者の意向も把握しつつ園長、担任で定期的に見直していま

す。見直しについて予め手順・仕組みは決められていません。今後の取組に期待します。 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ

れ、職員間で共有化されている。 

a・b・c 

<コメント>児童票や個別記録により、子ども一人ひとりの様子を詳細に記録し、子どもに

応じた支援を行っています。個別の状況は、その都度職員間で情報共有しています。また

市で作成した「乳児発達経過表」で子どもの発達を確認し保育にいかしています。 



（保育所版） 

45 Ⅲ-２-(３)-② 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 a・b・c 

<コメント>松山市が策定した規定に基づき、保管期間・保管場所・廃棄・情報の提供を行

っています。個人情報の取り扱いについて保護者に入園のしおりで説明し、保護者の意向

を書面で確認しています。また個人情報の取り扱いについて、全職員が研修を受講すると

ともに、定期的に確認をしています。 

 

  


